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議案第８号 

平成２９年度登米市水道事業会計補正予算（第３号） 

 （総則） 

第１条 平成２９年度登米市水道事業会計の補正予算（第３号）は、次に定める

ところによる。 

（業務の予定量） 

第２条 平成２９年度登米市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第２条

に定めた業務の予定量を次のとおり補正する。 

（４）主な建設改良事業 (既決予定額) (補正予定額) ( 計 ) 

ア 取水施設整備事業 732,256 千円 △158,977 千円 573,279 千円 

ウ 浄水施設整備事業 190,018 千円 △17,000 千円 173,018 千円 

エ 送水施設整備事業 98,010 千円 △40,010 千円 58,000 千円 

オ 配給水施設整備事業 1,009,291 千円 △336,358 千円 672,933 千円 

（収益的収入及び支出） 

第３条 予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 

収       入 

  （科  目） (既決予定額) (補正予定額) ( 計 ) 

第８款 水 道 事 業 収 益 2,639,846 千円 △34,568 千円 2,605,278 千円 

第１項 営 業 収 益 2,271,430 千円 0 千円 2,271,430 千円 

第２項 営 業 外 収 益   368,052 千円 △34,700 千円 333,352 千円 

第３項 特 別 利 益 364 千円 132 千円  496 千円 

支       出 

  （科  目） (既決予定額) (補正予定額) ( 計 ) 

第９款 水 道 事 業 費 用 2,532,058 千円 55,608 千円 2,587,666 千円 

第１項 営 業 費 用 2,279,838 千円 5,033 千円 2,284,871 千円 

第２項 営 業 外 費 用   230,415 千円 50,575 千円   280,990 千円 

第３項 特 別 損 失  1,805 千円 0 千円  1,805 千円 

第４項 予 備 費 20,000 千円 0 千円 20,000 千円 

 （資本的収入及び支出） 

第４条 予算第４条に定めた資本的支出の予定額を次のとおり補正し、括弧書き

を次のとおりに改める。 

 （資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額１，０８４，４４０千円は、

過年度損益勘定留保資金１，０２２，２１２千円、当年度分消費税及び地方消

費税資本的収支調整額６２，２２８千円で補てんするものとする。） 
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収        入 

（科  目） (既決予定額) (補正予定額) ( 計 ) 

第 10 款 資本的収入 1,593,515 千円 △496,877 千円 1,096,638 千円 

第１項 企業債 1,069,400 千円 △359,200 千円 710,200 千円 

第２項 負担金及び補償金 110,880 千円 △29,804 千円 81,076 千円 

第３項 補助金 125,058 千円 △40,532 千円 84,526 千円 

第４項 出資金 277,755 千円 △67,341 千円 210,414 千円 

第５項 加入金 10,422 千円 0 千円 10,422 千円 

 支       出 

    （科  目） (既決予定額) (補正予定額) ( 計 ) 

第 11 款 資 本 的 支 出 2,734,503 千円 △553,425 千円 2,181,078 千円 

第１項 建 設 改 良 費 2,052,255 千円 △553,425 千円 1,498,830 千円 

第２項 企 業 債 償 還 金 682,248 千円 0 千円 682,248 千円 

 （企業債） 

第５条 予算第６条に定めた企業債を次のとおり補正し、起債の目的、限度額、

起債の方法、利率及び償還の方法は、次のように改める。

平成３０年２月２日提出 

                    登米市長  熊 谷 盛 廣

起債の目的 

補  正  前 補  正  後

限度額 
起債の

方 法
利 率 

償還の 

方法 
限度額 

起債の

方 法
利 率 

償還の

方 法

ア 取水施設

整備事業 

千円

450,500
証 書 

借 入 

5.0%以内

（ただ

し、利率

見直し方

式で借り

入れる政

府資金及

び地方公

共団体金

融機構資

金につい

ては、利

率の見直

しを行っ

た後にお

いては、

当該見直

し後の利

率） 

借入先の

融資条件

による。

ただし、

企業財政

その他の

都合によ

り繰上償

還又は低

利に借り

換えるこ

とができ

る。 

千円

332,900
補正前

に同じ 

補正前

に同じ 

補正前

に同じ 
イ 導水施設

整備事業 
10,600 8,900

ウ 浄水施設

整備事業 
110,300 102,700

エ 配水管整

備事業 
359,100 174,400

オ 緊急時用
連絡管整備
事業 

12,100 7,800

カ ダクタイ
ル鋳鉄管更
新事業 

35,600 12,200

キ 管路緊急

改善事業 
65,100 55,700

ク 配水池築

造事業 
26,100 15,600

合 計 1,069,400 710,200

-4-


